
Ⅰ　問題提起

アジア地域における労働組合の登録制度
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1 問題提起

アジア地域の発股途上国は，国家の目標を経済

発展による国民生活の向上においていると，一般

にとらえられている。経済的発展と国民生活の向

上とは必ずしも両立するものではなく，経済的発

展を優先すれば国民生活の向上が犠牲になる場合

もありうる。しかし，アジア地域の発展途上国は，

国民生活の向上を実現するためには経済的発展を

めざすのが一番よい方法とみなしており，その経

済的発展を実現するために工業化をおしすすめる

必要のあることが，共通に認識されている。

シンガポール，香港をのぞいてアジア地域の発

展途上国は，基本的には農業国であり，そのなか

で工業化をめざすことは，さまざまな困難を伴う。

その一つとして，いかにして工業化に適した労働

者を養成するかという問題がある。これまで農業

に従事していた者を工業労働者に転換させる必要

があるからである。農業で生活できなくなり，都

市におしだされた行を，工業で働く労働者として

訓錬するには多くの時間と費用がかかる。今もこ

の状態がつづいている。

独立以後，ほぼ30数年をへたアジア地域の発展

途上国は，国民人口の 1割ないし 2割は，このよ
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うな労働者として生涯をおえる人たちによって占

められてぎている。今後工業化がすすめば，この

割合は高くなっていくであろう。しかし，農業従

事者にくらべて，その割合が，まだ低いのは，ど

の発展途上l月にも共通にみられる（シンガボ少，

香港は例外）。

工業化にとっては，生涯労働者として生活をす

ごす層の拡大が必要であるが，その層が厚くなれ

ば，労働者の経済的地位の向上のために労働組

合を結成し，労働組合を辿じて労働者の主張が強

まってくる。従って，経済発展，つまり工業化を

スムーズに実現するためには，労働者の協力が必

要であり．そ(])ためには労働者を組織化する労働

組合の協力がなくてはならない。このことから，

アジア発展途上国の諸政府は，経済発展・工業化

をおこなうために，労働組合をベートナーとして

位置づけている。つまり政府．労働組合，使用者

または使用者団体の三者が共同して，経済発展，

工業化をめざすものとして，とらえている。

しかし，現実の労働組合がそのような機能をは

たしているかどうかは疑閲である。労働組合か労

働者の要求を，使用者との団体交渉によって実現

していくさいに，使用者あるいは使用者団体と対

立していく。さらに経済発展のために労働者の要

求をある程度おさえるという政策を政府が採用し

た場合，労働組合と政府が対立していく。また対

立は労働組合の経済的要求の場合だけでなく，政
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Ⅱ　労働組合の登録制度

治的場面でも生じうる。

このように労働組合の果たしている役割と，理

念的にとらえられている発展途LI月の労働組合の

役店l]との間にギャップが生じているが，そのギャ

I プ をうめるために， fジアの発展途上国が，労

働組合に対してどのような法規制を加えている

か，また現実に労働組合に対してどのような規制

を加えているかをさぐっていきたいと思う。それ

をすすめるためには，労働組合の登録制度が一つ

の中心テーマになることから，これをとおして労

働組合がどのようにコントロールされているかを

苔察していきたいと思う。

なお，ここでアジア諸国という表現をもちいて

いるが，考察の対象国をフィリヒ°ン，香港，タイ，

シンガボール，マレーシア，インドネシア，イン

ドの 7カ国に限定しておきたい。これは東南アジ

アのなかで社会主義国をのぞいたために，東南ア

ジアから 6カ国と，南アジアの中心国としてイン

ドを考察の対象としたことを意味している。

ctた，経済発展という言第はその内容が論者に

よってさまざまにもちいられているが，ここでは

工業化とほぼ同じ意味でもちいていることを断わ

っておきたい。

n 労慟組合0)登録制度

7カ国のうち，香港，シンガボール，マレーシ

ア， インドの 4カ国はイギリス法を継受し，イン

ドネンアはオランダ法，フィリピンはアメリカ法

をうけついでいる。タイだけは特定の国からの継

受ではなく，イギリス，アメリカ， ドイツ，フラ

ンスなどから影響をうけている。これらの国の労

働法は，基本的にはイギリス，オランダ，アメリカ，

ド（ツ，フランス等の労働法の影圏をうけながら

も，各国の事情に応じた修正がほどこされている。

アジア地域における労働組合の登録制度

このような労働法のなかで，各国が労働組合に

対してどのような法律上の規制をおこなっている

かを考察してみよう。労働糾合に対する法律上の

規制のポイントになっているのが，労働組合の登

録制度であり， 7カ国ともにこの制度をとりいれ

ている。

l. インド，マレーシア，シンガポール，香港

の場合

イギリス法を継受したインド，マレーシア，シ

ンガボール，香港に労働組合登録制度が洋入され

る経緯には，次のような事情があった。

イギリスでは， 1871年労働組合法が，任意の登

録制度を規定し，登録組合は受託者の名において

財産の管理・運用をおこなう権限がみとめられ

た。したがってこの登録制度は組合財産の保護の

ためにもうけられたものであり，労慟組合にみと

められる民刑事上の免責は，登録の有無にかかわ

りがなかった（注1)。このことは，イギリスでは，

登録制度をとおして，政府による組合の干渉をお

こなうという発想がなかったことを示している。

そのために，登録は強制されず，組合の任意にま

かされることになっていた。ここに，労働組合の

内部問題には，国家や行政が介入すべきでないと

いうボランタリズムの考え方があらわれていると

みることができよう。いいかえれば，労働組合は

任意団体 (voluntaryassociation)であって，労働組合

の結成や運営は組合員の自主的な判断にまかせる

べきであり，それに国家や行政が介入すべきでな

いという考えにもとづいているといえよう（注2)。

このボランタリズムにもとづいた登録制度が，

その後イギリス植民地に移植されていったが，そ

の際，登緑制度の性格がしだいに変えられていっ

た。どのように変えられていったかをさぐるのが

本節のねらいであるが，まずイギリスの登録制度

55 



がどのようにアジア地域のイギリス植民地に継受

されたか，その概略をのべておこう。

イギリスの1871年労働組合法上の登録制度は、

まずインドに維受され， 1926年インド労働糾合法

にとりいれられた。このときも，労働組合の登録

は任揺とされていたが，登録紐合となることにt

って，法人格を取得し，民刑4i上の免責か仔えら

れるという規定がなされ，登録糾合にみとめられ

る法的効果がイギリスよりも広くなり，登録組合

と非登録組合との法的保隙の格梵か大きくなっ

た（注3)。

この 1926年インド労働組合法をもとにして，

1935年セイロン（スリランカ）で労働組合令(Trade

Unions Ordinance)が制定された。この労働組合令

において，すべての労働組合は，設立後 3J]月以

内に登録を中請することを義務づけられた。これ

は強制的な登録制度を意味し，登録をし，それか

みとめられない組合は労働組合としてみとめられ

なくなった。これは， ’Ii時のセイロンにおける労

働組合の戦閻化，インドの共産主芸者の影管がセ

イロンの労慟組合に及ぶことに不安を感じた梢民

地政府が積極的に推進した立法政策の結呆であ 9,

た（注4)。さらにこの政策に影岱を与えたと思われ

るものとして忘れてはならないのは， 1930年 9月

17日，イギリスの植民地大臣であったパスフィー

ルド卿（シドニー・ウ -rッフ）が， 植民地に対して

労働糾合の結成促進をすすめ，そのとき組合登録

制を義務づけることを指示した通逹をだしている

ことである。なぜ，パスフィールド卿が，このよ

うな通達をだしたのか，その根拠がはっきりしな

いが，柏民地において労働組合が発展するために

は，その自生的な成長をまっていたのでは不十分

であり，国家の後見的な保護のもとにおく必要が

あることを認識していた結果ではないかと想像さ
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れる (it5)。この通達が，セイロンにおいて強制的登

録組合制度という形で，具休的な立法に結実した，、

ごのセイロンの労働組合令の影牌をうけて，

1940年マレーシアとンンザボールに，強制的な登

録組合制度がとりいれられた，，この立法の應図は、

労働組合の紐職化がすすみ， しだいに独立運動や

政治的活動をおこなう傾向がみられた労働組合に

対処することにあった(tl:6)。

イギリス側は， 1940年植民地開発福祉法 (Co-

lonial Development and Welfare Act)を制定して，

胎民地住民の利益•福祉の r,',J 卜をめざすという政

策を採用した。ごの法律によって植民地に財政的

採lリJがりえられるためには，いくつかの条件があ

り，その一ノ）に，植民地で労働組合の設ー立や活動

を1呆渡することがあげられてし、た。そのためにモ

デル労働組合令がつくられ，植民地がそれにもと

づし、て労働組合法を制定することが要請された。

このモ 791レ労働組合令は強制的な登録制度を採用

し，登録組合のみに、民刑事じり免責を付サする

という規定をもうけていたりL79 0 

こりモデル労働組合令や，マレーシア，シンガ

ボールの労働組合令の影蒻をうけて1948年香港で

労働組合・労働争議令 (TradeUnion and Trade 

Dispute Ordi皿 nee)が制定された。この立法の，意

図は、中国本上の政治に香港の労働組合がまきこ

まれること，それによって共産主義の影闊が拡か

ることを抑えるため直8)とされている。

このように，インド，マレーシア，シンガボー

ル，香港において労働組合の登録制度かつくられ，

晶本的には現在もその登録制度が生きつづけてい

る。その経緯をみれば登緑制度が荘人された時期

は，まだイギリスの柏民地であったために，笠録

制度が蒋入される動機が政治的意図にあった。グ-―)

まり，労働糾合が結成され，それが独立沌動の主



体となったり，共産主義の影野をうけて，しだい

に戦闘化していくことをおそれた植民地政府が，

労働組合をコントロール下におくことにねらいが

あった。そうすると，登録制度は経済発展という

現在の政策目様とは関係のないところで生まれた

といえよう。しかし，その登録制度が独立以後も

ひきつがれ，シンガポールでは 1%9年労働組合

令，香港では1962年労働組合令か新しく制定され，

マレーシアでも改正がなされながらも，登録制度

の基本的特徴はそのまま残っている。これが現在

の経済発展という政策目標実現とどのようにかか

わってくるのかが問題点としてうかびあがってく

る。

この問題は次節で検討するが，ここではインド，

マレーシア，シンガポール，香泄における登録制

度の特徴点をのべておこう。

(1) 4カ国に共通にみられるのは，「労働組合」

(trade union)の定義が，労働者の集団である労働

組合と使用者の集団である使用者団体を含んでい

ることである。これはイギリスの 1876年および

1913年の労働組合法上の労働組合の定義を受け継

いだからである（注9)。ただマレーシアだけは，＝

ィ）以上の労働組合が結成する連合体を「労働組合」

の定義から削除し，さらに独立後なされた1959年

の改正では，勤務場所がマレーシア連邦内の労働

者の集団，または連邦内で業務をいとなむ使用者

の集団にかぎって「労働組合」と定義している。

これは労働組合が政治活動をおごなう組織となる

ことをさまたげ，シンガポールの共産主義者の支

配をうけている組合がマレーシアで組合の組織化

にのりだすのを防止するためであった（注10)。しか

し，マレーシアでも，労働者の集団と使用者の集

団を「労働組合」としている点では変わりはない。

したがって，登録制度による規制は，労働組合だ

アジア地域における労慟組合の登録制度

けでなく使用者団体にもおよんでいる。

12) 登録を組合に強制している国と，任意にま

かせている国とがある。マレーシア，シンガボー

ル，香港は強制しているのに対し，インドは任意

にまかされている。インドでは，登録組合となる

ごとに上って，刑事共謀からの免責，法人格の取

得，労働争議において雇用契約違反誘致や不法行

；合を坪由とする損害賠償からの免責がみとめられ

ているっこれに対して非登録組合にはこれらがみ

とめられていない。したがって登録組合になるこ

とによって享受する法的保護が大きく，そのこと

が登録へのインセンティブになっている。

これに対し，強制登録制度を採用しているマレ

ーシア，シンガポール，香港では，労働組合の結

成運営に対する政府の介入が大きくなっている。

つ主り，登録の要件にあっているかどうかは，第

一次的には登録官の判断にまかされており，要件

にあっていないと判断すれば登録拒否や取消をす

る権限が与えられている。もっとも登録拒否や取

消の判断は最終的に司法審査の対象とされている

が，それ以前に，登録官は労働組合が登録要件に

合致するよう指導をおこない，そのことによって

政府が組合に介入する余地が大きく残されている

といえよう。これによって政府が労働組合（使用

者団体も含む）へのコントロールを強めることが可

能となる。

(3) 4カ国とも，登録申請には最低7人の組合

員の署名が必要である。したがって最低限7人で

労働組合を結成することが可能である。インドで

は，このことが小規模組合を乱立させる原因とし

て批判をうけている。

登録申請は組合設立の日から 1カ月以内になさ

れなければならない。ただしこの期間は登録官が

適当とみとめるときは延長することができるが，
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6カ月をこえることはできない（インドは任窓登録

主義のためこのような期間制限はない）。

登録申請にさいしては，組合規約の写しの提出

が義務づけられており，その規約に定めるべき事

項が明示されているぼII）。この規約の内容が登録

官によってチェックされ，規約が法律やそれにも

とづく規則に違反しているときは，登録が拒否さ

れ，たとえいったん登録官が登録をみとめても，

登録を取消すことができる。イギリスでは， 1871

年労働組合法が，組合規約の内容に登録官が介入

して，組合自治を侵害しないよう配慮がなされて

いたが，この 4カ国では，むしろ積極的に登録官

が介入することをみとめている。

(4) 4カ国とも，組合役員資格に制限をもうけ

ている。年齢制限については，インドが15歳以上

を組合員， 18歳以上を組合役員になれる年齢とし

ている。シンガボールでは18伐未満には組合員資

格がなく， 21歳未満には組合役員資格がない。香

港では16歳未満の行に組合員資格がなく， 21歳

未満の者には組合役員資格がない。マレーシアで

は組合員資格者は16歳以上で，組合役員資格者は

20歳以上である（ただし18歳未満の者には，投票権が

みとめられないという事項がある）。

マレーシアとシンガポールでは，原則として公

務員に組合結成をみとめておらず，元首もしくは

大統領が，官報における古示で，ある職種の公務

ばについてみとめる場合があるにすぎない。マレ

ーンアでは，違法なストや非公誌ストに参加した

組合員を除名すること，もしそれらをまた組合員

とする場合には，登録官の事前の許可が必要とさ

れている。

香港では，香港内に居住している者で，組合が

関係している産業または職種に従事している者だ

けに，組合員および組合役員の資格をみとめてい

ぅ8

る。ただし組合役員の場合には，登録官の許可が

あれば，組合が関係している産業または職種に従

事していない者も，これにつくことができる。こ

れは部外者 (outsider)を組合から排除しようとす

るものであるが，完全に排除してしまわないで，部

外者でも登録官の許可があればよいとしている。

これに対して，インド，マレーシア，シンガボ

ールでは部外者が組合役員中に占める割合を制限

している。すなわちインドでは，組合が関係を有

する痒業に従事しまたは雁用される者は，役員の

過半数でなければならないが，マレーシア，シン

ガボールでは 3分の 2以上でなければならない。

部外者を排除するのは，弁護士，政党役員らが組

合役員となる場合に，組合が政治活動の道具とし

て利用されやすいために，それを排除するという

目的のためである。マレーシアでは， 1971年の改

il：で、政党の役員や職員を労働組合の役員から排

除しており，労働組合の政党との人的つながりを

のぞこうとしている。

(5) 組合基金に対してもさまざ主な規制を加え

ている。まず組合の一般基金の使用目的が法律で

規定されているうえに，政治的目的のために別個

の政治基金をつくることがみとめられている。こ

れはイギリスの1913年労働組合法がとりいれた政

治料金制度がモデルとなっている。インドでは，

イギリスと同様，政治基企への拠出を拒否すれば

拠出義務はなく，そのことによって不利益をうけ

ることはない。これに対して，マレーシア，シン

ガボール，香港では組合基金を政治的目的に用い

ることを禁止しているが，政治基金をもうけるこ

とについてはなんの規定もない。このことは労働

組合の政治活動を禁止ないし抑制しようとする立

法意思のあらわれとみることができよう。

マレーシア，シンガポール，香港では組合基金



が不正に流用された場合は，登録官または検察官

は流用差止のインジャンクションを請求すること

ができる。さらに，登録官は，命令で旭金が頂金

されている銀行に対して，預金からの支払停止を

命ずることができる。また登録官は組合の会社帳

簿を必要に応じて検往するごとがてきる。

(6) マレーシアの労働組合だけであるが， 1959

年に，組合内部の紛争処理についての規定が追加

された。まずこの種の紛争は組合規約に定められ

た手続によって処理される。もし規約が紛争を裁

判所に付託するむねを定めているときは，セッシ

ョン裁判所に付託されて決定される。また当小；者

の合意があれば紛争を登録官に付託することがみ

とめられている。登録官は紛争についての聴聞を

おこない，そのためにさり事者や証人の出頭や，文

書の提出を求めることができる。そして紛争処理

のための決定を下さなければならない。

イギリスにおいては組合の内部1lil題に対して，~1

法裁判所が介入するごとを忌避する伝統がある

（注12)のに対して，マレーシアでは司法裁判所だけ

でなく，経録官が介人する場合をもみとめている

点に特色がある。

(7) 行政の労働組合への介入を端的に示すの

は，マレーシアにおける1980年の労働組合令の改

正である。労働大臣は，内務大臣の同意をえて，

官報に公示する命令によって，マレーシア全体も

しくはその一部の治安と公共の秩序をおかし，も

しくは治安と公共の秩序と矛盾すると思われると

きは，労働組合の活動を， 6カ月末満の期間停止

することができるというものである。これは1975

年の「工業調整法」で示されたエ菜化推進のため

の労使関係安定をねらったものとされている。

以上の諸特徴からいえるごとは，労働組合の登

アジア地域におけろ労働組合の登録制度

録制度によって，行政が労働組合の組織運営に介

入しており，その介入の度合がますます強くなっ

ていることである。ごれは，行政の指湧による経

済発展政策を遂行するうえで，労働組合のその政

策への協力を確保するためには好都合である。労

働糾合を経済発展をすすめるペートナーとするた

めには，行政のコントロール下に労働組合をおく

方が，行政にと—)てはやりやすいといえ，t う。イ

ギリス法を継受したインド，マレーシア，シンカで

ボール，香港では，使用者団体も労働組合と同じ

ようなコントロールをうけるンステムになってお

り，労働糾合と使用者団体が行政のコントローJレ

をうけている。

2. フィリピンの場合

フィリピンが労働糾合の登録制度を森入したの

は， 1936年11月施行の「合法的労働団体を定めか

つ規制するための法律」 (Con皿 onwealthAct No. 

213)である。 これは同年 1(）月施行の Common-

wealth Act No. 103でもうけられた強制仲裁制

度とともに，政府が労働組合運動に対する規制と

保護を与えたものといわれているが，実際には労

働組合運動に対する規制に比重がおかれていた。

組合は，その活動が警察官の調査によって適法

とみとめられてはじめて登録することができるこ

と，現政府を中傷あるいは破壊しようとしたり，現

行法に違反する行為をおこなう組合は，登録を拒

否されることにその特徴がよくあらわれている。

ごの登録制度の結果，共産党の影響下にあった

組合が登録組合となることができなかった。これ

は，この法律制定をおしすすめたねらいであった。

ごの登録制度を修正したのが， 1953年産業平和

法である。この法律は，強制仲裁よりむしろ労使

間の自由な団体交渉を促進することを目的として

制定されたものとされているが，それ以前の法律
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との妥協の産物としての性質も有している。それ

がはっきりでているのが紐合登録制度である。こ

の奸業平和怯制定時には，組合登録制度をさらに

強化し，組合を政府御用組合化すべきであるとす

るものと，労働組合訴動を自由にすべきであると

するものとが対セしており，両者の妥協として，

絹合登録制度が修正された(il13)。

登録の要件として次の一甚類の提出が求められて

いる。すなわち(1)紐合憲章と規約，役員の氏名，

住所，組合の所在地，（2）すべての役旦による共麻

党，および恐力その他の手段で政府転投を主張す

る団体への非加盟の宜質苫，（3)1年以上継続した

糾合の場合には年次会壮報告苫なとである。労働

省はこの賽料にもとづぎ登録をみとめるかどうか

を決定する。労働省が登録を拒否するとぎは， 30

H以内に公聡会を間かなければならない。労働省

の否決の決定に対しては，裁判所への救済がみと

められている。

また労使閃係裁判所が，組合結成に使用者が間

，｝し，援助していること，主た支配介人している

ことを認定したときは，労働省はその紐合の登録

を自動的に取り消す。

組合は登録によって合法的組合となり法人格を

取得することがでぎ，適正な交渉単位内の排他的

交渉代表となることができる。

この制度から分かるように，政府破壊と使用者

の御用組合にはきびしい態度をとっており，破壊

話動の名のもとに共産主義が労働組合に没透する

ことをおさえようとしている点では，以前の法作

と同様である（注14)。

1953年廂業平和法を廃止した1974年労働法典で

は，労働組合が登録をみとめられることによっ

て，「合法な労働組織」 (legitimatelabor organiza 

tion)として法律にみとめられた権利を年受するこ

とができる。労働組合としての存立に登録が必ず

なされなければならないという制度ではないが，

労働法典の保護をうけるためには労働省労使関係

局の地方事務所に登録しなければならないのて，

1ド実t登録が強制されているといえよう c

舒録要件として特色があるのは，交洲氾位内の

従業員の少なくとも 5(）な~Iが紐合員てあることか戎

求されていることである。アメリカの交渉単位制

度がフィリピンに尊入されており、交渉単位内（／）

従業員の5(）ら以l：によって選出された労働組合か

排他的交渉代表となることになっており，この登

録返件は労働組合として登録される組合が排他的

交渉代表になるよう配應し，その結果交渉単位内

に複数組合が併存しないようにしたものといえ上

。
ぷ
ノ

逓合体や全国組織の組合が登録するときは， 10

組合以上が支部として加入していることが必要で

ある。さらに1972年に 1産業 l組合の方針がださ

れて，これにもとづき 1地域では 2以上にわたる

廂業で組織化された組合の登録はみとめられない

ことにな，＇）た。

競録の取泊事由は労働法典 240条にかかげられ

ているが，その取消事由に該当するかどうかは，

労使関係局が最終的な判断を下す権限を与えられ

ている。そのとき組合側に弁明をのべる機会が仔

えられているか，労使関係局の判断が最終であ

り，行政の権限が大きくなっている。

登録組合になると法人格を取得し，団交権限，組

合財産の所有，登録名による訴訟当事者適格，紐合

や組合員のための福利活動などがみとめられる。

さらに労働法典は組合の内部運営についてさまざ

主な規定をもうけている。たとえば 242条で紐合

員の権利義務を明記しており，そのなかで注日さ

れるのは，組合員が過激組織に加入し，または，
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過激活動に従亨することはできず，もし組合がそ

のことを知りながら糾合員賢格を与えているとき

は，登録の取消事由や組合役員の罷免事由となる

としているごとである。さらに組合費徴収，組合基

金の管理，会計報告，役員の選出手続などを定めて

おり，それに違反した垢合は登録取消および組合

役員の罷免事由となり，労使関係局は罰金を科す

べく違反巾史を調査し，決定する権限を行してい

る。さらに組合の内部紛争や組合間の紛争につい

ても労使関係局が専管的処理権限を認められてい

る。このように組合の内部運営に行政が介入しう

るシステムになっている。

なお使用者団体の登録制疫はない。

3. タイの場合

タイの労働組合登録制度の原型は，タイではじ

めての近代的労働立注といわれる1957年労働法に

ある。その後労働組合登録制度の根拠立法は1972

年労使関係に関する内務省令， 1975年労使関係法

と移っているが，その仙本的性格は1957年労働法

のそれが，その後の労働立法にひきつがれてい

る。

1957年労働法は，個別的労働関係法と集団的労

働関係法の両方を含む包括的な労働立法であり，

アメリカ労働法の影響をうけ，特にー集団的労働関

係法の領域では，労働組合を法認し，不当労働行

為制度により団結権を保護し，そして組合と使用

者の団休交渉による労使紛争の自主的解決をみと

め，それができない場合のにめに労使関係委員会

による労働争議調整制度をとりいれている。この

点では，きわめて体系的に整備された労働立法と

いうことができよう。

しかし，労働組合の登録制度という側面から労

働組合の法認状況をみてみると，政府の関与する

程度のさわめて高い登録制度であり，糾合員の労

アジア地域における労慟組合の狂録制度

働組合を設立する目由，組合を運営する自由，解

散する自由が非常に制限されている。ここに大き

な特徴点をみいだすことができる。

労働組合は登録官に登録するごとによって労働

組合としての存在がみとめられるという設立許可

主義が採用されている。組合設立のさいには， 7人

の発起人が登録申請書に必要記載事項を書き，組

合規約の写しを 3通そえて登録官に申請をする。

登録官は，申諮か適法と判断すれば登録をみとめ

る。登録官が，組合の「目的が公共の安寧に抵触

し，または国内の騒乱を惹起させ，もしくは労働

行の利益または福祉の擁護に資することができな

いとみとめる」ときは，登録を拒否することかで

きる。取消されれば組合は解散せざるを得ない。

登録官は登録許可後，執務時間中組合をいつで

も検閲でき，帳簿，会計簿，組合員名簿を検閲す

るため組合事務所に立入る..:.とができる。まに組

合は組合の収支決算書を付した監査人の報告書を

登録官の求めに応じ，いつでも検認のために提出

しなければならない。その他登録官は労働法の規

定に違反しているとみとめたときは，その登録を

取消す権限をもっている。

さらに労働法は労働組合の内部間題についてこ

主かく規定をもうけている。組合員資格，組合役

員資格，組合執行部の構成，組合総会における決

鏃事項，組合基金を政治活動に使用することの禁

止，組合の合詞など，糾合が自主的に決定すべき

事項について規制を加え，組合がそれらの規制と

遵守しているかどうか登録官が監督している。

ごのように組合の設立，運営，解散に行政が関

lj.する制度を 1957年労働法が採用している。

次に制定された1972年労使関係に関する内務省

令も，労働組合設立許可主義を採用し，組合運営

にも行政が介人する点においては， 1957年労働社、
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と1Li]様であるが，行政の介入の程度かさらに大き

くなっている。たとえば，組合役員は，国家の経

済もしくは安全または公序良俗に対して危険を生

ずるとの嫌疑をかけられた者でないもの，さらに

タイ国憲怯にもとづき，国王を元酋とする民主政

体に反対する政体を固守する者でないものという

明文の規定がおかれている。つまり，組合役員は

現体制を維持する行でなければならないというこ

とである。そして組合役員に役員となるための要

件が欠けると登録官に判断されれば，その登録は

拒否される。さらに組合役員が労働争議調停官や

仲裁人の職務遂行をさ主たげたときは、中央登録

官はその組合役員全員を罷免する権限を打してい

る。また中央登録官に組合解散を命令する権限が

みとめられている。

1972年内務省令のもう-つの特徴は，使用者団

体が労働組合と同等に登録官によって登録されて

その存在がみとめられるという設立許可主義が採

用され，そのための奨件や，使用行団体（り運営，

解散について，労働組合の場合と 1[i]じ規定がなさ

れている，ということである。これは使用者団体

も労働組合と同様に，政府の強いコントロール下

におかれていることを示している。

現行法である1975年労使関係法においても同様

なことがいえる。まず労働組合は登録を強制されて

いる。組合は発起人10人以上の労働者が登録官に

登録申請をし，それかみとめられて・法人格を得る。

そのにめの要件で特徴的な点をみてみ上う。 (1)労

働組合を結成できる者は，同一使用者に雇用され

る従業員，または同種の事業に従叶［する使用者に

雇用される従業員でなければならない。 (2)組合の

目的が，労働条件の維持向上と労使関係の健全化

を維持すること，さらに公の秩序に違反しないこ

と。 (3)登録官は，組合1占動を調査するにめに労働
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組合事務所に立人ること，糾合役員や組合員に書

類提出を命ずること，労働組合の運営について事

実をあきらかにするために組合役員，組合員らを

よびだし質問することができる。さらに組合が争

議調整をおこなう調停官や仲裁官の任務をさ主た

げたり，公の秩序や国家の経済や安全を危うくす

る場合には，組合役員の解任や執行委員会の解散

を命ずることができる。 (4)登録組合は，団交や協

約締結，民刑事上の免責雇用に関する情報サー

ビス提供等をおこなう権限が与えられるが，政治

活動や公共の安全，生命身体，自由，財産を脅か

す行為は禁止されている。

これらは行政の組合運営に対する介入を狂味し

ているが，これは使用者団体の場合も同様であ

り，タイの場合には労働組合，使用者団体ともに

行政により強く規制をうけている。

4. インドネシアの場合

インドネシアの労働組合の登録制度は， 1955年

大臣規則によ＇）てつくられたものが， 75年に改正

され，それが現行規則として効力を有している。

インドネシアには労働組合に関する法律は存在

しない。 1951年に労働組合の承認についての法案

が，また， 1953年には労働組合の登録についての法

案がそれぞれ提出されたことがあるが，いずれも

成立にいたらず， 1955年に労働大臣規則として登

録制度がもうけられた。そこでは，登録は任意で

あり，それによって生じる効果ふ登録組合が労

働協約を締結できることである。その他(}),1f細は

資料がないために現段階ではわからない。

1975年の現行規則によれば．な録は任爵である

か，労働協約締結権をみとめられているのは登録

労働組合だけである。

登録条件のなかで特色があるのは，組合規約の

なかに，糾合が自由かつ民主的であること、 パン



チャシラの原則にもとづいて設立され，組合の H

的もそこにおいていることを明記しなければなら

ない。インドネシアがパンチャシラの原則にもと

づく社会の実現をめさしており，社会の構成要素

である労働組合にもそいことが要求されたも(/)で

あるが，後にのべるように，パンチャシラの原則

を労使関係にも tバこんだ場合，労使協品］主義を意

味しており，組合規約にその旨を明記することを

要求していることになる。

登録組合になった後，組合規約の改正，事務所

(/）変更，執行だ員会の構成，組合員資格喪失につ

いては労働省へ報告しなければならず，それがな

されないときは，登録が取消される。登録組合だ

けが労働協約締結権限をもっており，協約締結の

にめには団交をしなければならず，主に団交をお

：：：なうためには登録糾合でなければならない。し

たがっ-c登録か任意といっても，団交による労働

協約締結という労働糾合の最も重要な機能を果た

すためには登録が事実上強制されているといえよ

う。もっとも~非登録糾合が労働協約を締結して

いるケースもあり，必ずしも法律どおりにおこな

われてし、ないようである（注15)。

5. 小括

本章において、労働組合が登録制）虻によってい

かに規制されてきたかをみてきた。要約すれば，

梵録が強制され，登録組合としてみとめられなけ

れば，不法な団体としてその存在がみとめられな

いことはいうに及ばず，登録が任意とされていて

も，登録組合となることによって法的保護を多く

うけることがあっても，登録をとおして，行政が

労働組合の結成や運党に介入してきていることが

明らかになったと思われる。その介入の程度は国

によって異なるが，行政の介人がみられることに

はかわりがない。

アジア地賊にわける労俯組合のt7録制度

その結果，アジア発展途上国の労働組合は，私

的な任意団体としての性格がうすれ，公的な団体，

いいかえれば公益法人化しているといえるのでは

なからうか。公益法人とは公益を目的として，か

つ営利を目的としない法人であり，その設亡には

当事者の設立行為のほかに主務官庁の許可が必要

とされている。現段階では労働組合は経済発股と

いう公益をめざす組織としてとらえられ，その枠

からはずれないために登録制度によー］て規制をう

けている。この登録が強制されている場合には，

登録11(}）許ll]によってはじめて組合としてのイチ在

がみとめられることになる。また登録が強制され

ない場合でも，登録によってうける実益を大きく

することによって，登録をうながし，その登録手

続の際に登録官の介人の余地をみとめている。と

いうごとは，実質的に登録官の許可によって組合

が組合としてみとめられるンステムになってい

る。ご (7)ことから，労働組合が公益法人化してい

るといえるのではないかと考えている。

(ii l) fトリス、： ：.l, 1971年労f史1せ！係法にLl，ヽて

舒録組合に法人格を与え，非豆録組合に不利益と9 かす

（た)-えは，非登録組合は排他的交渉代表になること

がで＼ず，またエイ／ェンシー・ショップ協定締結泊

格を欠ぎ，そのストライキは不公正労働行為とされて

いる）ことじ）って，＇ j1実上組合の登録が強制＂れて

いた。しかし，この法は1974年労働組合・労使関係法に

ょ，｝ご廃棄され，そか結果組合 9/）統録制！及がなくなり，

すへしの労働組合が父，＇［者に tる財産）罪理，科国名

による訴訟の遂行能力が与えられている。したがって

現加，＇）イギ J人では，＇ ‘ii働組合 e'）登録制度は廃止:れ

ている。

(ii 2) ィキリス v'J小ランクリズム：こ‘，｝しヽ て it， 片

岡舜『現代資本主義と労慟法の動態』ヽ）j働旬報社 19 

77:4 115ページ以下参照。

(?L:J) f>ドの1926年労I勅組合法とイギリ入り労

慟組合法との比較対照については，拙稿「インドの労

拗社、」 （塚本 1日貝編『／ジア品IElの労炉1』:』アノ，9'託

済研究所 1974年） 45~47ページ参照。
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Ⅲ　登録制度と経済発展とのかかわり

（汁 4) 七イロン（現在のスリラ／＇，り）では， 1935

ィ1労働組合令の前1929年に労働組合［ウ11!乱伯議につし，

ての新しい立法をつくろうとする動きがあったが，そ

れは失敗に終わった。 Jayawardena,Visakha Kumari, 

The Rise of the Lahor 1Hoz•ement in C,ylon, ノ

一人・カロライナ， DukeUniversity Press, 1972年，

301-309ページ。

（注 5) t:JJ稿「旧植民地におけるイギリスの労勁組

合政策とその現代的意義」（『アジア経済』第23巷第 7

り 1982年7月） 21-、- /•以下参照。

(/16) マレーソ｝＇，ソンガホー JL-[ t i方働組合,;,

か制定される前にu, 粘社令 (SocietiesOrdinance) 

が，登録制度を採用していた。労働糾合と類似1，1)機能

をもつ組絨として，ギルド組織が19111：紀中国からもち

こtれ， これがマレ• /. J’ では1895打， ／ンガポール

ては1889年の結社1）くによ，て登録さ j1, 9：し、t。

（注 7) Roberts, B. C., Labour in the Tropical 

Territories of the Commonwealth,ロンドン， The

London School of Economics and Political Science, 

196H, 261ページ。

(/1 8） 否港で11.＇Ij. iI)I組合令か化Il'1.I＇べ 41る前には，

1887年の「二合会Jうよび非合法結社令」 (Triadand 

Unlawful Societies Ordinance)によって，職人「P]業

組合， J又l911団体などがJI合払化されて 1{‘}0'・＇の後 1911

年］）粘社';jて， これ I)J)紺；仕員の政沿祈，11りを規制する

ために，｛を録を義務）け，否沿の平fll］札斤をみだす

追法な LI(fJをもつ結社は，紐督によって進法な組織と

された。その後 1920年の結社令ては登録制度を廃止

したか，恥督が追怯な矛il緑と官けし！る場合を拡大し

た。 England,Joe; John Rear, Chinese Labour 

under British Rule: A Critical Study of Labour 

Relations and Law in Hong Kong,香悲 Oxford

University Press, 1975年， 207~209ページ。

(II 9) ィキリス 11,9lなろ，点は， 「＇JiliiiJ組合」の ll

的を上り詳しく明刀、 It：ヽ:とであ／う。 fギリスの

「労働組介」の定義に忠実にしたかったインドの労働

組合法では， 「労働組台」とは，一時的たると氷紐的

たるどを1::1わず，労飢占と使用者間，労欄者相互間ま

た Uf•l'.JII れ相互問り）関 i皐を規科［するー 1 9 -1たは取引

もしくけ招務上の行為に1斐1し制限的条i'I，ヤ諜すことを

H的とする団体およびその迎合体をいうと定義されて

し、る。こ iしに対し， シンカふ． 9- ルて|:t， 「労慟組合」

と1i, •Il'f的たると水紐IY·J とるとを 1::11, J，労慟占ま
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たは使用名J)1-J]体またはそ C'収し合体であり， li卜に掲

げる I1忙Jしー')I tたは 2以上を有するものである。

11) 労働者と使用者，労慟者相互間または使用者相

互問の関係の規制

(2) 取引 t,f• 4業務上りlf[！パ？関し制限（！り条i'I,＇，課

すこ！こ

(3) 労隔 ’i9，必vこおし、て労働者 iたは使）ilれ・̀ i¥ }.；す

ること

14) 取引または前業におけるストライキまたはロッ

クア ';I・'-!）促進，組数化， もしくは経，f[lf•J-］・翌功，

また：｝．ぺ： ；ィキも！ ： ：，；＇ックアウ：、 1.I! ＂＇）構成

員に対 Jる［［金その他刀給付の支船

（注10) Roberts,前掲惜， 267ページ。

（注11) たとえば，マレーシアでは，組合の名称，

l・会場所，判！合設立の ll的，規約の修正手杜．，社1合執

行部の構）Jし、組合役いの汎ll｛力』、、組合基金')『il!•, 

会叶ljj;'，在，組合解散手続と組合基金の処理方法，秘密

投漿により決定する＇ド項，投票の手続などがあげられ

ている。

（止12) .f:i、ill戊就「イギリ，9、J')）]拗組合 i]び、1){4 1．行」

（『労働払，討，い』冷 7在（上） ｛」 1_11相 1959り`):!018ペ

゜
（注13) I斗具谷て森出紺『フィリピンの労働事情』ア

シア経済研守Iす 1962年 352~353ページ，

(it14) 19,JJ. }：. 374ペ・・バ

（注15) Adiwinata, Saleh; J unc Katz; Ronalt! 

Katz, Survey of Indonesian Economic Law, 1974 

年， 55ページ。

I11 登録訓度と経済発展とのかかわり

労働組合登録制度は，タイ，インドネシアをの

ぞいた国々では，独立以前から導入されている。

森入当時は，独立運動の中心的剪力である労働組

合を行政のコントロール下におくことが立社、の動

機であり，経済発展を促進するという目的から導

入されたものではない。しかし、この登録制度は

独立以後もひきグ）がれている。これは， hh民地時

代の法律でも，独立以後も憲法をはじめとする法

体系に矛盾しないかぎり，その存続がみとめられ

に結果である 9 -）まり登録制度を含めた怯令か独



立以後も効力をもっていたのは，それが独立以後

の憲法を頂点とずる法体系と矛盾しないものと考

えられていたことを示している。独立直後におい

ては政治的に混品をした時期であり，その当時の

政権担当者にとっては政権を維持するためには，

労働組合を一定のワクにはめておく必要があっ

た。そのために独立前の登録制度を利用した (7)で

ある。

それが， 60年代に人り経済発展のための工業化

政策を採用するようになっても存続した。登録制

度が経済発展を実現するためにも有用であると判

断されたためである。マレーシアのように，行政の

介入の程度を強める登録制度に改正する国さえで

てきた。つまり登録制度が政治的安定にフ゜ラスし

て経済発展のために利川されてきたことになる。

それではなぜ登録制度が経済発展つまり工業化に

とって有用とされてさたかが次に問題となる。

この問題を考察するために，経済発展と労働組

合とのかかわりについてみておく必要がある。経

済発展を実現 Jるためには多くの条件が整わなけ

ればならないが，労働組合との関連で要求される

条件はなにかを，考えてみよう。

経済発展に労働組合をどれだけ協力させること

ができるかが，主ずポイントになる。その協力に

はさまざまな形態があろうが，一番の協力は，労

｛吏関係の安定に寄与することであろう。つまり労

使関係が協調性をたもち，産業平和を高めること

である直 l)。

そのために第 1に，ストライキを少なくして，

ストラ（キに｀tる生産能率の低下をおとえること

である。このためにス 1、ライキの規制がなされ

る。あるいは A トライキをおこなう決磁の要件を

厳格にし，登緑竹にそれをチ J ックさせる国（マ

レーシア）もある。

アジア地域におげる労慟組合の登録制度

第 2は，企業の生産に協力させることである。

つまり欠勤率をひくくさせ，生産方法や仕事のや

り方を工夫して生産性向上に積極的に協力させる

ことである。アジア地域では，熟練丁によるクラ

フトユニオンは育たなかったために，産業別組織，

あるしは企業別，事業所別組合が多い。産業別組

織といっても，労働協約をみれば，個々の使用者

と産業別組合との間で締結されており，企業単位

の協約となっている場合が多い。ごれは企業間の

格差が大きく，産業単位の労働協約の締結を困難

にしているからである。したがって，産業別組織

といっても，その活動は企業や事業所単位でおこ

なわれる場合が多いと思われる。そうすれば，自

らの組合活動の基盤となる企業の生産に協力し

て，企業の繁栄をめざす可能性がないとはいえな

い。しかし，その反面，労働者の勤労意欲，企業

に対する忠誠心の問題があり，かならずしもそう

なっていないのが現実であろう。

第 3は，アジア地域の労働組合が政治的組合主

義 (politicalunionism)の傾向をおぴているごとと

かかわる。対使用者との関係で団交を通じて組合

の要求を組合自身の力で実現させることがむずか

しいため組合がその主張を実現するために，政治

的圧力，とくに政党の力をかりる傾向が強いとい

うのが現実である。

ところで，政府は労働組合を経済発展推進のパ

ートナーとして位置づけており，そのバートナー

となるがぎりにおいて，政治的組合主義の存在を

是認していこうという立場をとっている。つまり

政治的組合主義の中には現行社会の枠組み自体を

批判し，変革していごうとする場合もありうるわ

けであり，そのような反体制的な組合運動をみと

めるごとは政府の経済発展政策の実現をさまたげ

るものとしてとらえられていることを意味してい
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る。したがって，政府は体制内的存在としての労

慟組合の育成をめざし，体制をゆるがす紐合連動

の発生を防止しようとしている。

その結果，政府の反対勢力となる労働組合は，

政府の弾圧の対象とされる。たとえばASEAN諸

国のように，独裁的色彩のつよい政府のもとでは

よりはつきりした形であらわれ，共廂主義忠想の

影評をうけた糾合が非合法化されていったのは，

以上の理由にもとづく。

さらに，そのことによって，政，労，使，三者

の協力関係が維持できると若えられている。

以lサこのべた諸条件を確保することと，登録制

度がどのように結びつけられているかを次に検討

してみよう。

その答として，次のような若えをもっている。

現在の経済発屎政策は政府が積極的に指尊するか

たちで推し進められており，それを実現するため

には労使の協力が必要であるが，労使の日主的な

協力より，むしろ政府が労働組合や使用者に対し

Cイニシャティブをとる方が，経済発展をすすめ

る卜でより有効であるという価値判断がある。こ

の価値判断にたてば，政府が労働組合や使用者

（使用者団休）をコントロールする (1)が，早道とい

うことになる。特に反政府泊動（反共政策をとって

いる国では共ptt義が労働組合に侵入すること）を排

除したり，労働組合に政治活動を怯止すること

によって，現政権に協力的な労働組合や使用者

（ないし使用者団体）をつくりあげることになる 0 つ

主り労働組合や使用者団体が 1労使関係の‘片屯者

としての体制内的存在」となることである。その

ための一F段が労働組合の登録制度といえるので

はないか。したがって，前節でのべた上うに労働

組合は任意団体としての性格はうすれ、公的な {f

在，つまり公益法人化したものとして規制をうけ
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るようになったとし、えよう。

この拷えを立証するに適した国としてシンガぶ

ールがある。 7カ囚のうも，最も経済発JJもをとげた

といわれるシンガボールでは，現在行政（政府）と

労働組合との関係が密接であり，協調関係が維持

されている。この上うな 1月係がう主れたのは，

1965年ンンガぷールがマレーシアから分離・独立

して、政府が工業化政策を本格的にわしすすめて

からである。この協調関係は，自然発生的に牛主

れたのではなく，行政側の組合に対する強力な介

入によって可能になったのである。もともとシン

ガポールは島国であるために．腎察や行政の指尊

がし、ぎとどぎやすし、という特色を有しているが，

ここでもそれがみられた。

シンガ咽ールでは＇に 2),H本占領かおわった後，

地域ごとの一般組合が結成され，その連合体とし

て1946年ンンガポー 1レ労働組合連盟 (SFTU)か結

成された。これはマラヤ比廂党の指導をうけてし、

たい 1948年港惰労働者のストライヤをき＇，かけ

にして，イギリス柏民政府が非常9厨態宜言を発し

｀マラヤ共廂党を非合法化した，，これに上，，て

労働糾合員数が減）て，労働連動の指尊権がマラ

ャ共廂党からうばj)れた;これに代わって、 イヤ

リス植民政府の援助をうけて， 1951年 9月ンンが

峠ール労働組合会議(STUC)が結成された。

1955年 4月立法評議会の選挙がなされ，独立へ

の動きが活発化すると， 1印び組合連動も盛んにな

った。なかでも，シンガ` ボー＇レ― _1こ員・店員労働組合

(Singapore Factory am! Shop Workers'Union)，シ

ンガボールバス従業員組合 (SingaporeBu、Work

ers'Union)は戦闘的な活動をおこない， 殴力巾

件をひぎおこした、c 1%1年結成された人民行動党

（I)左派I})クルー，7゚ の影評がシンガボール労働組合

会議に強主り，戦淵的な糾合述帥か優位をしめに。



第 1表労働争議発生の推移

り~ 件ストぅィ数キ 参加人員 損失人／H数

1955 275 57,'1:{l 946,:-154 
1956 29 12,37:l 454,455 
1957 図27 8,2:B l09,J49½ 
1958 22 2,679 78,166 
1959 ,to 1,939 26,587% 

1960 45 5,9:l9 152,0<)5½ 
]961 116 43,584 41(），889 
1962 88 6,6,17 165, 124 
1 96.‘; 47 :n,004 388,2l9 
1964 39 2,535 :15,908 

]965 : i (） 3, 374 ,15,8()(） 
1966 l 4 1,288 44,762 
1967 l (） 4,491 -11,322 
1968 1 172 11,447 
](）69 （） （） 8,Sl2* 

197(） 5 1,749 I 2,5H 
1971 ‘) 1,:-iso 5, 44(） 
l(）72 | l (） J,168 1 8, 233 
1 973 r 9) l,31 3 2,2% 
1 974 10 l,~)01' 5,38(） 

197:> 7 1,865 1,85:l 
l976 、1 1,576 :1, 19:1 
1977 I 406 1, （） 1 l 
1978 （） （） （） 
197¥J （） （） （） 

(： I'1）りr) Miniヽtryof Labour, Singaf"'rc Y,・arbool, 

(I「La/,1111r St atisti(‘ふ

（汁） ＊ 1968年かr)0)店越し~分であな

1%9年の総選拳で， I)一・クリン・ユー政権が

成立したあと，ゞl̀IICは政府の―l：業化政策を阻止

し上うとする共廂主義行のi舌動にかかj)｝)，マラ

ャとの合併を阻Ilこし上うとしたために登録を取消

されてし主 99た、，これをぎ-)かけに，社会主義戦線

(Barisan Sosialis)が人民行動党からわかれて結成

された。これをうけて糾合運動もわかれ，社会主

義戦線系のシンがポール労働組合評品会 (SATU)

と，人民行動党系の全国労働組合謹議会 (NTUC)

に分裂した。 SATl)とNTUCでは組合員数が 8

対 2で， SATl)が優位な納力をも＇） Cし、たため

に、 196:1年 9J l,政府は SATl]系のt要な 7単

）い）数録取泊 l, 4 ltt府の糾合 J［金］東鈷， さら

に SA11「そ l!）も 0)0)登録11又泊しをおこなった。

SATlJはごれに抗議して杯ネストを .tびかけた

が失敗し，それ以後勢力が衰えた。その結果，

ア /-J'地賊における労働組合の紆録il,IJ庖

~TUC が労働運動の指導権をにぎり， 政労使三

者の協調関係に入った。

NTlfCは，政府の経済発股政策に協力する方針

を採用し，今日にいた／ぅている。 1969年11月の「労

働逓動近代化セミナー」(i「3)において， 生産性の

向卜と協同組合運動(it4)に重点をおいた運動方針

をあきらかにし，それ以来 NTUCはシンガボー

ルにおける労働組合の唯一の全囚組織として，現

政権と協調しながら組合活動をおこなっている。

そのことを最も端的に示すのが第 1表にみられる

.tうに， l97(）年代以後のストライキ件数，ストラ

ィキ参加人員の急激な減少である。

このように登録制度の強引ともいえる運用に

ょ→て，政府よりの労働組合をうみだしていった

のがシンガボールである。

(it 1) し、＜ 、）かのi1l〈は協調的八‘り1史関節実現の

ため｝デ_i叫守｝’ノ、、ぎ＇j為規＇ぷれを‘メじめ，・し、る。 たとえu,

(/ i ()) 1958{1庁業規'il墳輝， fノ＇卜 f ンア 0)1974介

; >—f—, /’ーブ・99/ji'［関伍J11i9:， `’し ― 9' ,-n1975;1芳 i史

怜閲＇） ／書 11)，¥(J'[,!J規範， 夕（し）1976'iク 9,｝］1小1月1矛網

i;L i i,9、9,．ii t'-t} f -9〉。

（し12) /,'), -．9lし')'.jj伽連P)）＇））炉史を t'―めた

-/,,;, 1 I ・, Stenson, lVf. R., Industrial Cm,jlict in 

Malllya, ＇’9 : /＇9 (_）xford University Pres,, 1970 

りがあろ。こ/)他参―杓↓こしたもの)-し Levine 

Solomon n., "Changing Strategies of Unions and 

ivfanagement: Evaluation of Four Industrialized 

Countries," Rritish Journal of'Industrial Relations, 

第18企第 1J,;, 1980'1'3月， 70~81ヘ->; lill I（か、Ii召

「ノノ•力、I` ｀ • 9し↑、ドl'方働組合穴涵」（『世界（プ）労働』第

32在氾 5り 1982年 5月） 52~57ヘージ。

(i L :;) l¥'ational Trade Union Congress, 1Fhy 

l4ll9(9l(I• A!Ilst (;(） ]I{｝（lrrI9 ? 1970年（沖縄労if))紅 i'斉

iIt,；t.L’’’!,,I¥[ 『 '‘ij• i}｝）,'，ii il’!J -'1 L i¥ 1 t 9¥ ＇） l}.t印＼` ＿ ―/  9, り ｝ ー一

）労働祖合セ：’-報四—-』 1981 年12 月）。

(; ! 4) JI le I fi I ; >,,J, ｝-.,, J'＇、ゲ｛乎JJ什ih i. i「,＇hり」

(『II,tヽ'IJ・褐協会雑9，し』第255り ］980;1 6 Ji) 70~77 

/'0 
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